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株 主 各 位

第125期定時株主総会招集ご通知に際しての
インターネット開示事項

●連結計算書類の「連結注記表」………１～13頁

●計算書類の「個別注記表」 ………14～20頁

（2021年４月１日から2022年３月31日まで）

鹿島建設株式会社

「連結注記表」及び「個別注記表」につきましては、法令及び当社定款第16条の規定に基づき、

インターネット上の当社ウェブサイト（https://www.kajima.co.jp/）に掲載することにより、

株主の皆様にご提供しております。
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連結注記表

連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
１．連結の範囲に関する事項
（1）連結子会社の数 148社

主要な連結子会社の名称
大興物産㈱、鹿島道路㈱、鹿島リース㈱、カジマ ユー エス エー インコーポレーテッド、カジ
マ ヨーロッパ リミテッド、カジマ アジア パシフィック ホールディングス ピー ティー イー
リミテッド、カジマ オーストラリア ピー ティー ワイ リミテッド

なお、当期から、熱海インフラマネジメント合同会社、カジマ ユー エス エー インコーポレーテ
ッドの連結子会社３社、カジマ ヨーロッパ リミテッドの連結子会社２社、カジマ アジア パシフィ
ック ホールディングス ピー ティー イー リミテッドの連結子会社１社及びカジマ オーストラリア
ピー ティー ワイ リミテッドの連結子会社１社について、株式又は持分の取得により子会社となっ
たため、新たに連結の範囲に含めることとした。また、カジマ ユー エス エー インコーポレーテッ
ドの連結子会社２社について、重要性が増したため、新たに連結の範囲に含めることとした。
カジマ ユー エス エー インコーポレーテッドの連結子会社１社、カジマ ヨーロッパ リミテッド

の連結子会社１社及びカジマ アジア パシフィック ホールディングス ピー ティー イー リミテッ
ドの連結子会社１社は清算したため、連結の範囲から除外した。また、カジマ オーストラリア ピー
ティー ワイ リミテッドの連結子会社１社について、実質的な支配力が無くなったため、連結の範囲
から除外した。

（2）主要な非連結子会社の名称
㈱アルテス、日本海上工事㈱、㈱鹿島出版会
非連結子会社は、いずれも小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていない
ため、連結の範囲から除外している。

（3）開示対象特別目的会社
開示対象特別目的会社の概要、開示対象特別目的会社を利用した取引の概要及び開示対象特別目的

会社との取引金額等については､「開示対象特別目的会社に関する注記」として記載している。
２．持分法の適用に関する事項
（1）すべての非連結子会社（34社）及び関連会社（97社）に対する投資について、持分法を適用して
いる。
主要な非連結子会社の名称
「１．連結の範囲に関する事項（2）主要な非連結子会社の名称」に記載のとおり。
主要な関連会社の名称
㈱イー・アール・エス、東観光開発㈱、かたばみ興業㈱

なお、当期から、株式又は持分の取得により関連会社となった18社について、新たに持分法を適
用している。また、合併により消滅した子会社１社、持分を売却した関連会社２社及び影響力が低下
した関連会社３社について、持分法適用の範囲から除外した。

（2）持分法適用会社の投資差額（負の投資差額を除く）については、その効果の及ぶ期間にわたって、
均等償却を行っている。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうちカジマ ユー エス エー インコーポレーテッド、カジマ ヨーロッパ リミテッド、

カジマ アジア パシフィック ホールディングス ピー ティー イー リミテッド及びカジマ オースト
ラリア ピー ティー ワイ リミテッド他132社の決算日は12月31日である。連結計算書類の作成に
あたっては、同決算日現在の計算書類を使用している。ただし、同決算日から連結決算日３月31日
までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っている。上記以外の連結子会
社の事業年度は当社と同一である。
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４．会計方針に関する事項
（1）重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定）

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
② デリバティブ 原則として時価法
③ 棚卸資産
販売用不動産 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法により算定）
未成工事支出金 個別法による原価法
開発事業支出金 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法により算定）
ただし、一部の在外連結子会社は、所在地国の会計基準に従い、販売用不動産、未成工事支出金

及び開発事業支出金について個別法による低価法を適用している。
（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産及び使用権資産を除く）
国内連結会社は、主として定率法によっている。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物

（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物について
は、定額法によっている。なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同
一の基準によっている。
在外連結子会社は、主として見積耐用年数に基づく定額法によっている。

② 無形固定資産（リース資産及び使用権資産を除く）
定額法によっている。
なお、国内連結会社は、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）

に基づく定額法によっている。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

④ 使用権資産
リース期間又は当該資産の耐用年数のうち、いずれか短い方の期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっている。
（3）重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
国内連結会社は、債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
在外連結子会社は、貸倒見積額を計上している。

② 完成工事補償引当金
完成工事に係る瑕疵担保等の費用に備えるため、当期の完成工事高に対し、前２期の実績率を基

礎に将来の支出見込を勘案して計上している。
③ 工事損失引当金
受注工事に係る将来の損失に備えるため、当期末における未引渡工事の損失見込額を計上してい

る。
④ 役員賞与引当金
一部の国内連結子会社は、取締役の賞与の支出に備えるため、当期における支給見込額を計上し

ている。
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（4）重要な収益及び費用の計上基準
当社及び連結子会社の主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の

時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりである。
① 建設事業
土木建築及び機器装置その他建設工事全般について、工事請負契約等を締結の上、施工等を行っ

ており、完成した建設物等を顧客に引き渡す履行義務を負っている。
当該契約について、約束した財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する

場合には、当該財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり
収益を認識する方法を採用しており、履行義務の充足に係る進捗度の測定は、主として各期末まで
に発生した工事原価が、予想される工事原価の合計に占める割合に基づいて行っている。
② 開発事業等
不動産開発全般及び意匠・構造設計、その他設計、エンジニアリング全般について、不動産売買

契約・業務委託契約等を締結の上、業務等を行っており、役務の提供又は物件・成果品の顧客への
引渡し等の履行義務を負っている。
当該契約について、約束した財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する

場合には、当該財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり
収益を認識する方法を採用しており、それ以外の場合には、一時点で充足される履行義務であると
判断し、物件・成果品の引渡し時点において収益を認識している。一定の期間にわたり収益を認識
する方法を採用している場合の履行義務の充足に係る進捗度の測定は、主として各期末までに発生
した原価が、予想される原価の合計に占める割合に基づいて行っている。
なお、建設事業及び開発事業等において、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足す

ると見込まれる時点までの期間がごく短い契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間に
わたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識している。

（5）その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
① 繰延資産の処理方法
社債発行費は、支出時に全額費用として処理している。

② 重要なヘッジ会計の方法
原則として繰延ヘッジ処理によっている。
なお、為替予約及び通貨スワップについては振当処理の要件を満たしている場合は振当処理に、

金利スワップについては特例処理の要件を満たしている場合は特例処理によっている。
③ 退職給付に係る会計処理の方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期末までの期間に帰属させる方法については、

給付算定式基準によっている。
数理計算上の差異は、各期の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10

年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌期から費用処理又は費用の減額処理をす
ることとしている。
一部の在外連結子会社については、所在地国の会計基準に従い、当期末における見込額に基づき、

退職給付債務の額を計上している。
④ のれんの償却方法及び償却期間
効果の及ぶ期間にわたって、均等償却を行っている。

⑤ 支払利息の資産の取得原価への算入に関する注記
支払利息は期間費用として処理している。
ただし、在外連結子会社は、所在地国の会計基準に従い、不動産開発事業等に要した資金に対す

る支払利息を開発事業支出金の取得原価に算入している。
なお、当期算入額は1,213百万円である。

⑥ 消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理
税抜方式によっている。

⑦ 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用している。
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⑧ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社及び一部の国内連結子会社は、翌期から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行するこ

ととなる。ただし､「所得税法等の一部を改正する法律」(令和２年法律第８号) において創設され
たグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行
われた項目については､「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に
関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年３月31日) 第３項の取扱いにより､「税効果会計に
係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年２月16日) 第44項の定めを適
用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいている。
なお、翌期の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに

税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及
び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年８月12日) を適用する予定である。
⑨ 関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続
当社及び一部の国内連結子会社は、複数の企業が一つの建設工事等を受注・施工することを目的

に組成する共同企業体（ジョイントベンチャー）については、個別の組織体として認識せず、共同
企業体に対する出資割合に応じて自社の会計に取り込む方法により完成工事高及び完成工事原価を
計上している。

会計方針の変更に関する注記
１. 「収益認識に関する会計基準」の適用

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基
準」という｡) 等を当期の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、
当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとした。これにより、
工事契約に関する完成工事高の計上について、従来は、各期末までの進捗部分について成果の確実性
が認められる工事については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用していた
が、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、当該財又はサービ
スを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更し
ている。また、開発事業等売上高の計上についても、従来は主に役務の完了又は成果品の引渡し等に
伴って売上高を計上していたが、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する
と認められるものについては、当該財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、
一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更している。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、主
として各期末までに発生した工事原価等が、予想される工事原価等の合計に占める割合に基づいて行
っている。また、契約の初期段階において、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることが
できないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識してい
る。なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がご
く短い契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義
務を充足した時点で収益を認識している。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取

扱いに従っており、当期の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当期
の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用している。
この結果、当期の期首において､「利益剰余金」が1,404百万円増加している。また、期首の連結

貸借対照表におけるその他の主な影響は､「未成工事支出金」の減少47,621百万円､「未成工事受入
金」の減少16,503百万円､「支払手形・工事未払金等」の減少15,554百万円､「その他の棚卸資産」
の減少12,909百万円､「受取手形・完成工事未収入金等」の増加27,219百万円等である。

２. 「時価の算定に関する会計基準」の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基
準」という｡) 等を当期の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基
準」(企業会計基準第10号 2019年７月４日) 第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算
定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとした。
なお、当期において、連結計算書類に与える影響は軽微である。
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収益認識に関する注記
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：百万円）
報告セグメント（注）２

合計土木事業 建築事業 開発事業等 国内
関係会社

海外
関係会社

建設 271,839 915,217 ― 120,050 490,404 1,797,511

開発等 ― ― 29,634 91,028 121,965 242,628

顧客との契約
から生じる収益 271,839 915,217 29,634 211,078 612,369 2,040,139

その他の収益
（注）１ ― ― 18,672 10,109 10,773 39,555

外部顧客への
売上高 271,839 915,217 48,306 221,188 623,143 2,079,695

地域別
合計日本 北米 欧州 アジア 大洋州 その他

建設 1,306,440 274,637 37,434 80,621 96,740 1,637 1,797,511

開発等 120,611 111,916 3,465 6,542 66 24 242,628

顧客との契約
から生じる収益 1,427,051 386,554 40,900 87,164 96,806 1,662 2,040,139

その他の収益
（注）１ 28,462 2,280 558 8,253 ― ― 39,555

外部顧客への
売上高 1,455,514 388,835 41,459 95,417 96,806 1,662 2,079,695

（注）１．その他の収益には、リース取引等が含まれている。
（注）２．当社グループは、当社の事業別並びに国内関係会社及び海外関係会社別のセグメントから

構成されており、以下の５つを報告セグメントとしている。
土 木 事 業 ：当社における建設事業のうち土木工事に関する事業
建 築 事 業 ：当社における建設事業のうち建築工事に関する事業
開発事業等 ：当社における不動産開発全般に関する事業及び意匠・構造設計、その他設

計、エンジニアリング全般の事業
国内関係会社 ：当社の国内関係会社が行っている事業であり、主に日本国内における建設

資機材の販売、専門工事の請負、総合リース業、ビル賃貸事業等
海外関係会社 ：当社の海外関係会社が行っている事業であり、北米、欧州、アジア、大洋

州などの海外地域における建設事業、開発事業等

２．収益を理解するための基礎となる情報
（1）契約及び履行義務に関する情報

当社及び連結子会社は、国内及び海外の顧客に対して、建設事業及び開発事業等を展開している。
建設事業においては、土木建築及び機器装置その他建設工事全般について、工事請負契約等を締結の
上、施工等を行っており、完成した建設物等を顧客に引き渡す履行義務を負っている。また、開発事
業等においては不動産開発全般及び意匠・構造設計、その他設計、エンジニアリング全般について不
動産売買契約・業務委託契約等を締結の上、業務等を行っており、役務の提供又は物件・成果品の顧
客への引渡し等の履行義務を負っている。
なお、顧客と約束した対価については、個々の契約によって支払時期が異なることから、履行義務

の充足時期と支払時期との間に明確な関連性は乏しい。
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（2）取引価格の算定に関する情報
契約で定められた物価スライド条項等に基づく変動対価は、変動対価の額に関する不確実性が事後

的に解消される際に、解消される時点までに計上された収益の著しい減額が発生しない可能性が高い
部分に限り取引価格に含めることとしている。また、顧客と約束した対価に含まれる金融要素につい
ては、重要性が乏しいと判断されるため、金利相当分の調整は行っていない。

（3）履行義務への配分額の算定に関する情報
建設物等の部分引渡しを行う場合等、契約の中に複数の履行義務が存在する場合は、取引価格を履

行義務毎に配分している。なお、契約等において履行義務毎の金額が明記されている場合には、当該
金額を個々の取引価格としており、明記されていない場合には、見積書等に基づき合理的な方法で取
引価格を配分することとしている。

（4）履行義務の充足時点に関する情報
建設事業は、主として顧客の土地の上に建設し、工事の進捗に応じて顧客が建設物を支配すると考

えられるため、一定の期間にわたり充足される履行義務であると判断し、履行義務の充足に係る進捗
度を見積り、当該進捗度に基づき収益を認識している。
開発事業等のうち不動産の販売等においては、顧客との不動産売買契約等に基づき物件を引き渡す

履行義務を負っているため、一時点で充足される履行義務であると判断し、当該引渡し時点において
収益を認識している。また、設計業務等においては、業務の進捗に応じて主として設計図面等の他に
転用できない資産が創出され、かつ完了した部分の支払を受ける強制可能な権利を有すると考えられ
るため、一定の期間にわたり充足される履行義務であると判断し、履行義務の充足に係る進捗度を見
積り、当該進捗度に基づき収益を認識している。
進捗度の測定は、主として各期末までに発生した工事原価等が、予想される工事原価等の合計に占

める割合に基づいて行っている。
また、契約の初期段階において、実行予算が未編成である等、履行義務の充足に係る進捗度を合理

的に見積もることができないが、当該履行義務を充足する際に発生する費用を回収することが見込ま
れる契約については、発生した原価のうち回収することが見込まれる部分と同額で収益を認識してい
る。
なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく

短い契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務
を充足した時点で収益を認識している。

会計上の見積りに関する注記
会計上の見積りにより当期に係る連結計算書類にその額を計上した項目であって、翌期に係る連結計

算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりである。
なお、建設事業において締結する契約のうち、約束した財又はサービスに対する支配が顧客に一定の

期間にわたり移転する場合には、当該財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて一
定の期間にわたり収益を認識する方法（以下、いわゆる「工事進行基準」という｡）を採用している。

工事進行基準による完成工事高 1,680,572百万円
工事進行基準による完成工事原価 1,517,698百万円
工事損失引当金 13,836百万円

工事進行基準による完成工事高については、主として予想される工事原価の合計を基礎として当期末
までに発生した工事原価に応じた進捗度に、予想される工事収益総額を乗じて算定している。
予想される工事収益総額及び工事原価の合計の見積りについては、工事着工段階において実行予算を

編成し、着工後の各期末においては工事の現況を踏まえて見直しを実施するとともに、進捗度について
は、主として各期末までに発生した工事原価が、予想される工事原価の合計に占める割合に基づいて見
積もっている。
当該見積りは、今後の工事の進捗に伴い、施工中の工法変更や施工範囲の変更等に伴う設計変更・追

加契約の締結、資材・外注費等に係る市況の変動及び条件変更に伴う外注費の変動等によって影響を受
ける可能性があり、翌期の連結計算書類において、完成工事高、完成工事原価及び工事損失引当金の金
額に重要な影響を及ぼす可能性がある。
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連結貸借対照表に関する注記
（1）顧客との契約から生じた債権及び契約資産の金額

受取手形・完成工事未収入金等のうち、顧客との契約から生じた債権及び契約資産の金額は、以下
のとおりである。

受取手形 17,741百万円
売掛金 324,923百万円
契約資産 380,934百万円

（2）担保に供している資産及び担保に係る債務
① 担保に供している資産

受取手形・完成工事未収入金等 761百万円
販売用不動産 31,903百万円
開発事業支出金 53,441百万円
流動資産「その他」(短期貸付金) 74百万円
建物・構築物 663百万円
機械・運搬具・工具器具備品 14百万円
土地 63百万円
投資有価証券 7,772百万円
長期貸付金 737百万円

計 95,430百万円
② 担保に係る債務

短期借入金 14,001百万円
長期借入金 33,595百万円
固定負債「その他」(長期預り金) 2百万円

計 47,600百万円
（3）有形固定資産の減価償却累計額 340,948百万円
（4）保証債務

下記の会社等の銀行借入金等について保証を行っている。
① 関係会社

男鹿風力発電㈱ 1,906百万円
その他 21百万円

小計 1,927百万円
② その他

Tampa SH 1 Owner, LLC 2,103百万円
その他 9,607百万円

小計 11,711百万円
計 13,638百万円

なお、再保証のある保証債務については、当社グループの負担額を記載している。
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（5）契約負債の金額
未成工事受入金、開発事業等受入金、流動負債「その他」のうち、契約負債の金額は、以下のとお

りである。
未成工事受入金 124,112百万円
開発事業等受入金 3,432百万円
流動負債「その他」 18,088百万円

計 145,632百万円
（6）工事損失引当金に対応する棚卸資産の金額

損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事支出金は、これに対応する工事損失引当金と相殺
せずに両建てで表示している。
損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事支出金のうち、工事損失引当金に対応する額は

35百万円である。
（7）土地の再評価

当社及び国内連結子会社１社は、土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布 法律第34
号）に基づき、事業用土地の再評価を行い、再評価差額に係る税効果相当額を「再評価に係る繰延税
金負債」として負債の部に、税効果相当額控除後の再評価差額を「土地再評価差額金」として純資産
の部に計上している。
① 再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布 政令第119号）第２条第４号に定

める地価税法（平成３年法律第69号）第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土
地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額に合理的な調整を
行って算定する方法及び同条第５号に定める不動産鑑定士による鑑定評価によっている。
② 再評価を行った年月日 2002年３月31日

連結損益計算書に関する注記
（1）売上高のうち顧客との契約から生じる収益の額 2,040,139百万円
（2）売上原価のうち工事損失引当金繰入額 5,791百万円
（3）研究開発費の総額 17,358百万円
（4）売上原価に含まれる棚卸資産評価損

期末棚卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、棚卸資産評価損が売上原価に21百万
円含まれている。

（5）減損損失
当社グループは、当期において、以下の資産又は資産グループについて減損損失を計上している。

用途 種類 場所 件数
事業用資産 その他（山林立木） 宮崎県他 ４件
賃貸用資産 建物及び土地 長野県 １件

賃貸用資産 建設仮勘定及び
その他（使用権資産） ミャンマー ヤンゴン市 １件

減損損失を認識した事業用資産及び賃貸用資産については、それぞれ個別の物件毎にグルーピング
している。
事業用資産及び賃貸用資産の不動産価格の下落等により、上記資産又は資産グループの帳簿価額を

回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（16,453百万円）として特別損失に計上している。
その内訳は、事業用資産216百万円（山林立木216百万円）､賃貸用資産16,236百万円（建物・構築
物17百万円、土地11百万円、建設仮勘定13,829百万円、使用権資産2,377百万円）である。
なお、当該資産又は資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定しており、正味売却価

額は、主として不動産鑑定評価基準に基づく評価額から処分費用見込額を差引いて算定している。
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連結株主資本等変動計算書に関する注記
（1）当期末における発行済株式の種類及び総数

普通株式 528,656,011株
（2）当期中の自己株式の重要な変動
① 自己株式の増加
当社は、取締役会決議に基づき、以下の内容で自己株式を取得している。
普通株式 13,114,700株
取得価額の総額 19,999百万円

② 自己株式の減少
当社は、取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式報酬として以下の内容で自己株式を処分してい

る。
普通株式 210,800株
処分価額の総額 258百万円

（3）配当に関する事項
① 配当金支払額

決議 株式の
種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

2021年６月25日
定時株主総会 普通株式 14,682 29.00 2021年３月31日 2021年６月28日

2021年11月９日
取締役会 普通株式 13,495 27.00 2021年９月30日 2021年12月２日

計 28,178

（注）配当金の総額と連結株主資本等変動計算書における剰余金の配当の額との差異は、関連会社が
保有する当社株式に対する配当のうち、持分相当額を控除していることによるものである。

② 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議 株式の
種類

配当金
の総額
(百万円)

配当の
原資

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

2022年６月28日
定時株主総会 普通株式 15,294 利益剰余金 31.00 2022年３月31日 2022年６月29日

（注）2022年６月28日開催の定時株主総会の議案として上記配当に関する事項を提案している。
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金融商品に関する注記
１．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針

当社グループは、一時的な余剰資金が発生した場合などにおいて、預金等の安全性の高い金融資産
に限定して運用しており、また、主に建設事業・開発事業等を行うための資金計画等に照らして、必
要な資金を銀行借入や、コマーシャル・ペーパー及び社債発行により調達している。デリバティブ取
引は、実需に伴う取引に限定して実施することを原則とし、投機的な取引は行わない方針である。

（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形・完成工事未収入金等は、顧客及び取引先の信用リスクに晒されている。

当該リスクに関しては、与信管理を徹底し、主に工事入手時に顧客の信用調査を実施し、また入手後
も、信用状況を適時に把握する体制をとっている。
営業債務である支払手形・工事未払金等は、１年以内の支払期日である。
有価証券及び投資有価証券は、市場価格の変動等のリスクに晒されているが、定期的に時価を把握

する体制をとっている。
借入金、コマーシャル・ペーパー及び社債は、主に建設事業・開発事業等に必要な資金の調達を目

的としたものである。
デリバティブ取引は、通貨関連では、将来発生する外貨建資金需要及び回収に関して、将来の取引

市場での為替相場の変動リスクを回避する目的で、為替予約取引及び通貨スワップ取引を行っている。
また、金利関連では、金利変動リスクを回避する目的で、金利スワップ取引及びそれに関連した取引
を行っている。デリバティブ取引の契約先はいずれも信用度の高い国内外の金融機関に限られており、
取引の相手方の債務不履行による損失の発生は予想していない。なお、デリバティブ取引は主として、
当社のデリバティブ取引の目的、範囲、取組方針、所管及び実行、リスク管理体制を明記した内部規
程である「デリバティブ取引の取扱基準」及び「リスク管理要領書」に則って執行しており、当該基
準に記載のない目的でデリバティブ取引を行っていない。なお、ヘッジ会計の方法については､「連
結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等」の「４．会計方針に関する事項
(5) その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項 ②重要なヘッジ会計の方法」に記載
している。
また、資金調達に係る流動性リスクに対応するため、コミットメントラインを設定し、リスクを管

理している。
（3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用するこ
とにより、当該価額が変動することがある。
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２．金融商品の時価等に関する事項
当期末における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりである。な

お、市場価格のない株式等（営業投資有価証券を含む連結貸借対照表計上額90,624百万円）は､「資
産（2）有価証券及び投資有価証券」には含めていない。
また、現金並びに短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似する預金、支払手形・工事未払金

等、短期借入金、コマーシャル・ペーパー及び未払法人税等、並びに連結貸借対照表に持分相当額を
純額で計上する組合その他これに準ずる事業体への出資（営業投資有価証券を含む連結貸借対照表計
上額14,379百万円）は、注記を省略している。

（単位：百万円）
連結貸借対照表
計上額 時価 差額

資産
（1）受取手形・完成工事未収入金等 726,563

貸倒引当金（※１） △1,465
725,097 724,970 △127

（2）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 262,952 262,952 ―

（3）長期貸付金 69,019
貸倒引当金（※１） △2,635

66,384 66,186 △197
資産計 1,054,434 1,054,108 △325
負債
（1）社債 50,000 49,956 △44
（2）長期借入金 95,173 97,648 2,475
負債計 145,173 147,604 2,431
デリバティブ取引（※２）
①ヘッジ会計が適用されていないもの 283 283 ―
②ヘッジ会計が適用されているもの (708) (785) 77
デリバティブ取引計 (424) (502) 77

（※１）受取手形・完成工事未収入金等及び長期貸付金に対応する貸倒引当金をそれぞれ控除してい
る。

（※２）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債
務となる項目については､（ ）で示している。

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレ

ベルに分類している。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当

該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価

の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ

れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類している。
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受取手形・完成工事未収入金等
短期間で決済されるものについては、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ

ており、レベル２の時価に分類している。
回収期間が１年を超えるものの時価は、一定の期間ごとに区分した債権ごとに、債権額と満期までの

期間及び信用リスクを加味した利率に基づく割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分
類している。

有価証券及び投資有価証券
上場株式及び債券は相場価格を用いて評価している。上場株式及び国債は活発な市場で取引されてい

るため、その時価をレベル１の時価に分類している。社債は市場での取引頻度が低く、活発な市場にお
ける相場価格とは認められないため、その時価をレベル２の時価に分類している。一部の在外子会社が
保有する非上場株式については主として時価純資産法により評価しており、その時価をレベル３の時価
に分類している。

長期貸付金
長期貸付金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、貸付先の信用状態は

実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価
額によっており、レベル２の時価に分類している。固定金利によるものの時価は、主として将来キャッ
シュ・フローと国債の利回り等適切な指標に信用スプレッドを上乗せした利率に基づく割引現在価値法
により算定しており、時価の算定における観察できないインプットによる影響の重要度に応じてレベル
２又はレベル３の時価に分類している。

社債
社債の時価は、主として相場価格によっている。社債は市場での取引頻度が低く、活発な市場におけ

る相場価格とは認められないため、その時価をレベル２の時価に分類している。
長期借入金

長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態は実
行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額
によっており、レベル２の時価に分類している。固定金利によるものの時価は、元利金の合計額と新規
に同様の借入を行った場合に想定される利率に基づく割引現在価値法により算定しており、レベル２の
時価に分類している。

デリバティブ取引
金利スワップ及び為替予約の時価は、金利や為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在

価値法により算定しており、レベル２の時価に分類している。

賃貸等不動産に関する注記
当社及び一部の連結子会社では、東京都その他の地域及び海外（インドネシア他）において、賃貸収益

を得ることを目的として賃貸オフィスビルや賃貸商業施設等を所有している。当期における当該賃貸等不
動産に関する賃貸損益は8,499百万円（主な賃貸収益は開発事業等売上高に、主な賃貸費用は開発事業等
売上原価に計上）､固定資産売却益は０百万円、固定資産除却損は67百万円、減損損失は9,440百万円
(それぞれ特別損益に計上) である。
また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりである。

（単位：百万円）
連結貸借対照表計上額

期首残高 226,343
期中増減額 △7,047
期末残高 219,296

期末時価 436,334
（注）１．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額である。

２．期末の時価は、以下によっている。
（1）国内の不動産については、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金

額（指標等を用いて調整を行ったものを含む）である。
（2）海外の不動産については、主として現地の鑑定人による鑑定評価額である。
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開示対象特別目的会社に関する注記
１．開示対象特別目的会社の概要及び開示対象特別目的会社を利用した取引の概要

当社グループは、資金調達先の多様化を図るため、不動産の流動化を行っている。流動化においては、
当社グループが、不動産（信託受益権を含む）を特別目的会社（特例有限会社の形態による）に譲渡し、
特別目的会社が当該不動産を裏付けとして借入等によって調達した資金を、売却代金として受領してい
る。
また、特別目的会社に譲渡した不動産について、当社グループが賃借を行っているものがある。さら

に、特別目的会社に対しては、匿名組合契約を締結しており、当該契約に基づく出資金を有している。
当社グループは、拠出した匿名組合出資金を回収する予定である。
当期末現在、不動産の流動化に係る出資残高のある特別目的会社は次のとおりである。なお、当社グ

ループは、いずれの特別目的会社についても、議決権のある出資等は有しておらず、役員の派遣もない。
特別目的会社数 ２社
直近の決算日における
資産総額（単純合算） （百万円） 41,645

負債総額（単純合算） （百万円） 41,635

２．特別目的会社との取引金額等

主な取引の金額等
（百万円）

主な損益
項目 金額（百万円）

匿名組合出資金（注）１ ― 分配益 1,837
賃借取引 ― 支払リース料（注）２ 3,581
修繕工事 ― 工事売上高（注）３ 101

（注）１．当期末現在、匿名組合出資金の残高は6,352百万円である。また、匿名組合出資金に係る分
配益は、営業外収益に計上している。

２．不動産の賃貸借契約は不動産信託受託者との間で締結しており、支払リース料は、当該賃貸
借契約に基づき不動産信託受託者へ支払っている金額を記載している。

３．不動産の修繕工事契約は不動産信託受託者との間で締結しており、工事売上高は、当期の売
上高を記載している。

１株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額 1,920円45銭
（2）１株当たり当期純利益 208円00銭

その他の注記
記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示している。
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
（1）資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券

子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
② デリバティブ 原則として時価法
③ 棚卸資産

販売用不動産 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく
簿価切下げの方法により算定）

未成工事支出金 個別法による原価法
開発事業等支出金 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法により算定）
（2）固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産
（リース資産を除く）

定率法
ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備
を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備
及び構築物については定額法
なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する
方法と同一の基準を適用

② 無形固定資産
（リース資産を除く）

定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間（５年）に基づく定額法

③ リース資産 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

（3）引当金の計上基準
① 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
② 完成工事補償引当金
完成工事に係る瑕疵担保等の費用に備えるため、当期の完成工事高に対し、前２期の実績率を基

礎に将来の支出見込を勘案して計上している。
③ 工事損失引当金
受注工事に係る将来の損失に備えるため、当期末における未引渡工事の損失見込額を計上している。

④ 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき計上している。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期末までの期間に帰属させる方法については、

給付算定式基準によっている。
数理計算上の差異は、各期の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10

年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌期から費用処理又は費用の減額処理をす
ることとしている。
⑤ 関係会社事業損失引当金
関係会社の事業の損失に備えるため、関係会社に対する出資金額及び貸付金額等を超えて、当社

が負担することとなる損失見込額を計上している。
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（4）収益及び費用の計上基準
主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する

通常の時点）は以下のとおりである。
① 建設事業
土木建築及び機器装置その他建設工事全般について、工事請負契約等を締結の上、施工等を行っ

ており、完成した建設物等を顧客に引き渡す履行義務を負っている。
当該契約について、約束した財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する

場合には、当該財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり
収益を認識する方法を採用しており、履行義務の充足に係る進捗度の測定は、主として各期末まで
に発生した工事原価が、予想される工事原価の合計に占める割合に基づいて行っている。
② 開発事業等
不動産開発全般及び意匠・構造設計、その他設計、エンジニアリング全般について、不動産売買

契約・業務委託契約等を締結の上、業務等を行っており、役務の提供又は物件・成果品の顧客への
引渡し等の履行義務を負っている。
当該契約について、約束した財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する

場合には、当該財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり
収益を認識する方法を採用しており、それ以外の場合には、一時点で充足される履行義務であると
判断し、物件・成果品の引渡し時点において収益を認識している。一定の期間にわたり収益を認識
する方法を採用している場合の履行義務の充足に係る進捗度の測定は、主として各期末までに発生
した原価が、予想される原価の合計に占める割合に基づいて行っている。
なお、建設事業及び開発事業等において、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足す

ると見込まれる時点までの期間がごく短い契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間に
わたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識している。

（5）消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理
税抜方式によっている。

（6）その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
① 繰延資産の処理方法
社債発行費は、支出時に全額費用として処理している。

② ヘッジ会計の方法
原則として繰延ヘッジ処理によっている。
なお、為替予約及び通貨スワップについては振当処理の要件を満たしている場合は振当処理に、

金利スワップについては特例処理の要件を満たしている場合は特例処理によっている。
③ 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結計算書類における会計処理の

方法と異なっている。
④ 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用している。

⑤ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
翌期から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなる。ただし､「所得税法等の

一部を改正する法律」(令和２年法律第８号) において創設されたグループ通算制度への移行及び
グループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については､「連結納
税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第
39号 2020年３月31日) 第３項の取扱いにより､「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業
会計基準適用指針第28号 2018年２月16日) 第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延
税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいている。
なお、翌期の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに

税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及
び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年８月12日) を適用する予定である。
⑥ 関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続
複数の企業が一つの建設工事等を受注・施工することを目的に組成する共同企業体（ジョイント

ベンチャー）については、個別の組織体として認識せず、共同企業体に対する出資割合に応じて当
社の会計に取り込む方法により完成工事高及び完成工事原価を計上している。
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２．会計方針の変更に関する注記
（1）「収益認識に関する会計基準」の適用

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」
という｡) 等を当期の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当
該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとした。これにより、工
事契約に関する完成工事高の計上について、従来は、各期末までの進捗部分について成果の確実性が
認められる工事については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用していたが、
財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、当該財又はサービスを
顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更してい
る。また、開発事業等売上高の計上についても、従来は主に役務の完了又は成果品の引渡し等に伴っ
て売上高を計上していたが、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転すると認
められるものについては、当該財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定
の期間にわたり収益を認識する方法に変更している。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、主とし
て各期末までに発生した工事原価等が、予想される工事原価等の合計に占める割合に基づいて行って
いる。また、契約の初期段階において、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができ
ないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識している。
なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短
い契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を
充足した時点で収益を認識している。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取

扱いに従っており、当期の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当期
の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用している。
この結果、当期の期首において､「繰越利益剰余金」が939百万円増加している。また、期首の貸

借対照表におけるその他の主な影響は､「完成工事未収入金」の増加26,855百万円､「工事未払金」
の増加7,241百万円､「工事損失引当金」の増加1,877百万円､「未成工事支出金」の減少24,394百
万円､「未成工事受入金」の減少16,163百万円､「開発事業等支出金」の減少13,786百万円､「開発
事業等受入金」の減少7,932百万円等である。

（2）「時価の算定に関する会計基準」の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基
準」という｡) 等を当期の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基
準」(企業会計基準第10号 2019年７月４日) 第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算
定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとした。
なお、当期において、計算書類に与える影響は軽微である。

３．収益認識に関する注記
収益を理解するための基礎となる情報

（1）契約及び履行義務に関する情報
主として国内の顧客に対して、建設事業及び開発事業等を展開している。建設事業においては、土

木建築及び機器装置その他建設工事全般について、工事請負契約等を締結の上、施工等を行っており、
完成した建設物等を顧客に引き渡す履行義務を負っている。また、開発事業等においては不動産開発
全般及び意匠・構造設計、その他設計、エンジニアリング全般について不動産売買契約・業務委託契
約等を締結の上、業務等を行っており、役務の提供又は物件・成果品の顧客への引渡し等の履行義務
を負っている。
なお、顧客と約束した対価については、個々の契約によって支払時期が異なることから、履行義務

の充足時期と支払時期との間に明確な関連性は乏しい。
（2）取引価格の算定に関する情報

契約で定められた物価スライド条項等に基づく変動対価は、変動対価の額に関する不確実性が事後
的に解消される際に、解消される時点までに計上された収益の著しい減額が発生しない可能性が高い
部分に限り取引価格に含めることとしている。また、顧客と約束した対価に含まれる金融要素につい
ては、重要性が乏しいと判断されるため、金利相当分の調整は行っていない。
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（3）履行義務への配分額の算定に関する情報
建設物等の部分引渡しを行う場合等、契約の中に複数の履行義務が存在する場合は、取引価格を履

行義務毎に配分している。なお、契約書等において履行義務毎の金額が明記されている場合には、当
該金額を個々の取引価格としており、明記されていない場合には、見積書等に基づき合理的な方法で
取引価格を配分することとしている。

（4）履行義務の充足時点に関する情報
建設事業は、主として顧客の土地の上に建設し、工事の進捗に応じて顧客が建設物を支配すると考

えられるため、一定の期間にわたり充足される履行義務であると判断し、履行義務の充足に係る進捗
度を見積り、当該進捗度に基づき収益を認識している。
開発事業等のうち不動産の販売等においては、顧客との不動産売買契約等に基づき物件を引き渡す

履行義務を負っているため、一時点で充足される履行義務であると判断し、当該引渡し時点において
収益を認識している。また、設計業務等においては、業務の進捗に応じて主として設計図面等の他に
転用できない資産が創出され、かつ完了した部分の支払を受ける強制可能な権利を有すると考えられ
るため、一定の期間にわたり充足される履行義務であると判断し、履行義務の充足に係る進捗度を見
積り、当該進捗度に基づき収益を認識している。
進捗度の測定は、主として各期末までに発生した工事原価等が、予想される工事原価等の合計に占

める割合に基づいて行っている。
また、契約の初期段階において、実行予算が未編成である等、履行義務の充足に係る進捗度を合理

的に見積もることができないが、当該履行義務を充足する際に発生する費用を回収することが見込ま
れる契約については、発生した原価のうち回収することが見込まれる部分と同額で収益を認識してい
る。
なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく

短い契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務
を充足した時点で収益を認識している。

４．会計上の見積りに関する注記
会計上の見積りにより当期に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌期に係る計算書類に

重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりである。
なお、建設事業において締結する契約のうち、約束した財又はサービスに対する支配が顧客に一定の

期間にわたり移転する場合には、当該財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて一
定の期間にわたり収益を認識する方法（以下、いわゆる「工事進行基準」という｡）を採用している。

工事進行基準による完成工事高 1,113,270百万円
工事進行基準による完成工事原価 988,015百万円
工事損失引当金 13,790百万円

工事進行基準による完成工事高については、主として予想される工事原価の合計を基礎として当期末
までに発生した工事原価に応じた進捗度に、予想される工事収益総額を乗じて算定している。
予想される工事収益総額及び工事原価の合計の見積りについては、工事着工段階において実行予算を

編成し、着工後の各期末においては工事の現況を踏まえて見直しを実施するとともに、進捗度について
は、主として各期末までに発生した工事原価が、予想される工事原価の合計に占める割合に基づいて見
積もっている。
当該見積りは、今後の工事の進捗に伴い、施工中の工法変更や施工範囲の変更等に伴う設計変更・追

加契約の締結、資材・外注費等に係る市況の変動及び条件変更に伴う外注費の変動等によって影響を受
ける可能性があり、翌期の計算書類において、完成工事高、完成工事原価及び工事損失引当金の金額に
重要な影響を及ぼす可能性がある。
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５．貸借対照表に関する注記
（1）担保に供している資産及び担保に係る債務
① 担保に供している資産

流動資産「その他」(短期貸付金) 71百万円
土地 17百万円
投資有価証券 0百万円
関係会社株式・関係会社出資金 2,295百万円
その他の関係会社有価証券 5,439百万円
長期貸付金 707百万円

計 8,530百万円
② 担保に係る債務

固定負債「その他」(長期預り金) 2百万円
（2）有形固定資産の減価償却累計額 205,323百万円
（3）保証債務

下記の会社等の銀行借入金等について保証を行っている。
① 関係会社

男鹿風力発電㈱ 1,906百万円
その他 10百万円
小計 1,916百万円

② その他 13百万円
計 1,929百万円

（4）関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
① 短期金銭債権 40,627百万円
② 長期金銭債権 20,787百万円
③ 短期金銭債務 86,683百万円
④ 長期金銭債務 10,607百万円

（5）工事損失引当金に対応する未成工事支出金の金額
損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事支出金は、これに対応する工事損失引当金と相殺

せずに両建てで表示している。
損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事支出金のうち、工事損失引当金に対応する額は

35百万円である。
（6）土地の再評価

土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布 法律第34号）に基づき、事業用土地の再評
価を行い、再評価差額に係る税効果相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に、税効
果相当額控除後の再評価差額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上している。
① 再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布 政令第119号）第２条第４号に定

める地価税法（平成３年法律第69号）第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土
地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額に合理的な調整を
行って算定する方法及び同条第５号に定める不動産鑑定士による鑑定評価によっている。
② 再評価を行った年月日 2002年３月31日
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６．損益計算書に関する注記
（1）売上高のうち関係会社に対する部分 33,750百万円
（2）売上原価のうち関係会社からの仕入高 147,422百万円
（3）売上原価のうち工事損失引当金繰入額 5,756百万円
（4）関係会社との営業取引以外の取引高 8,243百万円
（5）研究開発費の総額 16,454百万円
（6）減損損失

当期において、以下の資産又は資産グループについて減損損失を計上している。
用途 種類 場所 件数

事業用資産 その他（山林立木） 宮崎県他 ４件
賃貸用資産 建物及び土地 長野県 １件
減損損失を認識した事業用資産及び賃貸用資産については、それぞれ個別の物件毎にグルーピング

している。
事業用資産及び賃貸用資産の不動産価格の下落等により、上記資産又は資産グループの帳簿価額を

回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（245百万円）として特別損失に含めて計上してい
る。その内訳は、事業用資産216百万円（山林立木216百万円）､賃貸用資産29百万円（建物・構築
物17百万円、土地11百万円）である。
なお、当該資産又は資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定しており、正味売却価

額は、主として不動産鑑定評価基準に基づく評価額から処分費用見込額を差引いて算定している。

７．株主資本等変動計算書に関する注記
（1）当期末における自己株式の種類及び株式数

普通株式 35,270,929株
（2）当期中の自己株式の重要な変動
① 自己株式の増加
取締役会決議に基づき、以下の内容で自己株式を取得している。
普通株式 13,114,700株
取得価額の総額 19,999百万円

② 自己株式の減少
取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式報酬として以下の内容で自己株式を処分している。
普通株式 210,800株
処分価額の総額 258百万円

８．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
退職給付引当金 16,828百万円
有価証券等評価損 12,923百万円
固定資産（賃貸用等）評価損 11,867百万円
その他 41,817百万円

繰延税金資産小計 83,437百万円
評価性引当額 △34,677百万円
繰延税金資産合計 48,760百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △45,412百万円
その他 △3,938百万円

繰延税金負債合計 △49,351百万円
繰延税金負債の純額 △590百万円
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９．関連当事者との取引に関する注記
（1）子会社及び関連会社等

（単位：百万円）

種類 会社等の
名称

議決権等の所有
(被所有)割合

関連当事者
との関係

取引の
内容

取引
金額 科目 期末

残高

子会社 大興物産㈱ 所有
直接98.1％

建設資機材及び
建設工事の発注
役員の兼任

建設資機材及び
建設工事の発注
(注)１

85,048 工事
未払金 17,041

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．建設資機材及び建設工事の発注については、その都度価格交渉の上、一般的取引条件と同

様に決定している。
２．取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれている。

（2）役員及び個人主要株主等
（単位：百万円）

種類 会社等の名称
又は氏名

議決権等の所有
(被所有)割合

関連当事者
との関係

取引の
内容

取引
金額 科目 期末

残高

役員 押味 至一 被所有
直接0.0％ 当社取締役

金銭報酬債権の
現物出資に伴う
自己株式の処分
(注)

14 ― ―

役員 天野 裕正 被所有
直接0.0％ 当社取締役

金銭報酬債権の
現物出資に伴う
自己株式の処分
(注)

14 ― ―

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）譲渡制限付株式報酬制度に基づく、金銭報酬債権の現物出資である。

自己株式の処分価額は、本処分に係る取締役会決議の日の前営業日の東京証券取引所における、
当社普通株式の終値に基づいて決定している。

10．１株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額 1,330円57銭
（2）１株当たり当期純利益 144円29銭

11．その他の注記
記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示している。


